
令和３年度京都市民営保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金

交付要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は，京都市内の民営保育園等が，新型コロナウイルス感染症対策事業

を実施するに当たり，事業に要する経費に対して，予算の範囲内において補助金を交

付することについて，京都市補助金等の交付等に関する条例（以下「条例」という。）

及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか，必要な事項

を定めるものとする。 

 

（定義） 

第２条 この要綱において，「民営保育園等」とは，次に掲げる施設等（施設又は個人を

いう。）をいう。 

⑴ 児童福祉法（以下「法」という。）第３５条第４項により市長が認可している民営

保育所（以下「保育所」という。） 

⑵ 就学前の子どもに関する教育，保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条

第１項及び第１７条第１項により市長又は京都府知事の認定又は認可を受けた認定

こども園（保育所型及び幼保連携型に限る。）（以下「認定こども園」という。） 

⑶ 法第３４条の１５第２項により市長が認可している家庭的保育事業等（以下「地

域型保育事業所」という。） 

⑷ 京都市病児・病後児保育事業実施要綱第２条において適切な事業運営が確保でき

ると認められる医療法人並びに本市と病児保育事業に関する協定を締結している医

療法人等（以下「病児・病後児保育施設」という。） 

⑸ 法第５９条の２第１項に規定に基づく届出をした施設（法第６条の３第１１項の

規定による業務を目的とする事業を除く。）（以下「認可外保育施設」という。） 

⑹ 法第５９条の２第１項に規定に基づく届出をした事業者（法第６条の３第１１項

の規定による業務を目的とする事業。）のうち，複数の保育従事者を雇用しているも

の。（以下「居宅訪問型保育事業者」という。） 

２ この要綱において，「新型コロナウイルス感染症対策事業」とは，次に掲げる事業を

いう。 

⑴ 職員が感染症対策の徹底を図りながら保育を継続的に実施していくために必要な

事業（かかり増し経費，研修受講等）（以下「第１号事業」という。） 

⑵ 感染防止のための備品の購入，施設等の消毒，感染症予防の広報・啓発等を行う

事業（以下「第２号事業」という。） 

 

（補助対象事業） 

第３条 補助対象事業は，令和３年４月１日から令和４年２月２８日の間に，民営保育

園等が行う新型コロナウイルス感染症対策事業とする。ただし，次に掲げる場合には，

令和３年４月１日から令和４月３月３１日までを対象とすることができる。 

⑴ 令和４年１月末時点で市場に商品がなく，かつ，令和４年３月３１日までに民営

保育園等に納品できる見込みがある場合 

⑵ その他市長が必要と認める場合 

２ 前項各号に掲げる場合において，民間保育園等は，令和３年度京都市民営保育園等



における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金補助期間延長申請書（第１号様式）

を令和４年２月１４日までに提出しなければならず，市長は令和３年度京都市民営保

育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金補助対象期間変更承認通知

書（第２号様式）により，民間保育園等に通知しなければならない。 

 

（補助要件） 

第４条 補助を受けようとする民営保育園等は，次のいずれかの感染拡大防止のための

取組を実施するものとする。 

 ⑴ 保護者との連絡等におけるＩＣＴの活用 

⑵ 施設内での感染拡大防止の工夫を図るために必要な保育補助者等の雇い上げ 

⑶ 感染症対策計画の策定 

⑷ 職員の体調管理の実施 

⑸ 新型コロナウイルス接触確認アプリ（ＣＯＣＯＡ）の活用 

２ 民営保育園等が実施する新型コロナウイルス感染症対策事業については，第１号事

業を含まなければならない。ただし，病児・病後児保育施設については，この限りで

はない。 

 

（補助金の額） 

第５条 この要綱による補助金の額は，別表で定める補助上限額を上限とし，予算の範

囲内で市長が定めるものとする。ただし，１，０００円未満の金額については，これ

を切り捨てる。 

２ 前項の規定にかかわらず，民営保育園等が年度途中で開所又は閉所となった場合に

は，別表で定める補助上限額に，開所月及び閉所月を含む開所月数を乗じて１２で除

して得た額を上限額とする。ただし，１，０００円未満の金額については，これを切

り捨てる。 

 

（補助金の申請兼実績報告） 

第６条 条例第９条の規定による申請は，令和４年３月１４日（第３条第２号の承認を

受けた場合にあっては，令和４年４月１４日）までに，次に掲げる書類を提出して行

わなければならない。 

⑴ 令和３年度京都市民営保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助

金交付申請兼実績報告書（第３号様式） 

⑵ 令和３年度京都市民営保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助

金事業計画兼事業報告書明細（第４号様式） 

⑶ 新型コロナウイルス感染症対策事業の内容，実施時期，経費の額及び支払済みで

あることを証する資料 

⑷ 第４条第１項に規定する取組の実施が確認できる資料 

２ 市長は，前項の規定による期日までに同項各号に掲げる書類の提出がなかった者に

対し，補助金を交付しないことを決定することができる。 

 

（交付決定兼交付額決定の通知） 

第７条 市長は，前条第１項の申請に対し条例第１０条各項の決定を行い，その旨を令

和３年度京都市民営保育園等における新型コロナウイルス感染症対策事業補助金交付



決定兼交付額確定通知書（第５号様式）により通知する。 

 

（決定の取消し） 

第８条 市長は，事業者に対して，条例第２２条の規定により，補助金の交付決定の全

部若しくは一部を取り消し，又は交付額を変更することができる。 

２ 市長は，前項の規定により，交付決定の全部若しくは一部を取り消し，又は交付額

の変更を決定するときは，聴聞または弁明の機会の付与の手続を経るものとする。 

３ 市長は，前項の手続を経て交付決定の取消し又は交付額の変更を決定したときは，

事業者に対し，速やかに，その旨を令和３年度京都市民営保育園等における新型コロ

ナウイルス感染症対策事業補助金決定取消・変更通知書（第６号様式）により通知す

るものとする。 

 

（補助金の返還命令） 

第９条 市長は，条例第２２条及び前条第１項の規定により，補助金の交付の決定を取

り消し，又は交付額を変更した場合において，条例第２３条に基づき，既に補助金が

交付されているときは，期限を決めて，その返還を命じるものとする。 

 

（交付の条件） 

第 10 条 事業により取得し，又は効用の増加した価格が単価３０万円以上の機械，器具

及びその他の財産については，補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行

令（第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期間を経過するま

で，市長の承認を受けないで，この間接補助金の交付の目的に反して使用し，譲渡し，

交換し，貸し付け，担保に供し，又は廃棄してはならない。 

２ 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には，その収入の

全部又は一部を京都市に納付させることがある。 

３ 事業により取得し，又は効用の増加した財産については，事業完了後においても善

良な管理者の注意をもって管理するとともに，その効率的な運営を図らなければなら

ない。 

４ 事業完了後に，消費税及び地方消費税の申告による補助金に係る消費税及び地方消

費税に係る仕入控除税額が確定した場合には，速やかに市長に報告しなければならな

い。 

  なお，市長は報告があった場合には，当該消費税及び地方消費税に係る仕入控除税

額の全部又は一部を京都市に納付させることがある。 

５ 事業に係る収支を記載した帳簿を備え付けるとともに，証拠書類を整理し，かつ，

これらの書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には，

その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかなければならない。 

６ その他交付の条件については，厚生労働省が定める保育対策総合支援事業費補助金

（保育環境改善等事業）交付要綱及び内閣府が定める子ども・子育て支援交付金（新

型コロナウイルス感染症対策支援事業）交付要綱にそれぞれ定めるところに基づき，

市長が適当と認めるものとする。 

 

（補則） 

第 11 条 この要綱の施行に関し必要な事項は，子ども若者はぐくみ局長が定める。 



 

 

 

  附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は，決定の日から施行し，令和３年４月１日から適用する。 

 

 

別表（第５条関係） 

種別 定員区分 補助上限額 

保育所 

認定こども園 

地域型保育事業所 

認可外保育施設 

１９人以下 300,000 円 

２０人以上５９人以下 400,000 円 

６０人以上 500,000 円 

病児・病後児保育施設 

居宅訪問型保育事業者 
 300,000 円 

※ 「定員」については，令和３年４月１日時点の定員とする。年度途中に開所した

施設等においては，開所時の定員とする。 

 

 


